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ポ
�
ト

毎月ニュースレターを発行しています。
配信ご希望の方は住所、氏名（会社名）、
ＴＥＬ・ＦＡＸ番号、メールアドレスを
お知らせくださいませ。

扶
養
親
族
と
は
�
居
住
者
と
生
計
を

一
に
す
る
も
の
の
う
ち
�
合
計
所
得
金

額
が
３８
万
円
以
下
で
あ
る
者
を
い
い
ま

す
�
ま
た
扶
養
親
族
の
う
ち
�
年
齢
１６

歳
以
上
２３
歳
未
満
の
者
を
特
定
扶
養
親

族
と
い
い
�
年
齢
７０
歳
以
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の
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を
老

人
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親
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い
ま
す
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者
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扶
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親
族
が
あ
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所
得
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親
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人
に
つ
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円
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き
ま
す
�

扶
養
親
族
が
特
定
扶
養
親
族
で
あ
る
場

合
は
�
６３
万
円
�
３８
万
円
＋
２５
万
円
�

を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
�
そ
の
扶
養

親
族
が
老
人
扶
養
親
族
で
あ
る
場
合

は
４８
万
円
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
�

参考：所得税の所得控除適用関係

ご存知ですか？

扶養控除の見直し

税制改正

平
成
２３
年
１
月
の
給
与
か
ら
�
手
取
り
金
額
が
以
前
と
比
べ
て
減
�
て
い
る
な
�
と

感
じ
て
い
ら
�
し
�
る
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
�
そ
れ
は
�
平
成
２２
年
度
の
税
制
改

正
で
�
扶
養
控
除
の
見
直
し
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
�

扶養親族の年齢
改正前（～Ｈ 22 年分） 改正後（Ｈ 23 年分～）

扶養親族の区分 扶養控除の額 控除対象扶養親族の区分 扶養控除の額

 0 歳～ 15 歳 一般の扶養親族 38 万円 扶養控除対象外 0

16 歳～ 18 歳
特定扶養親族 63 万円

一般の控除対象扶養親族 38 万円

19 歳～ 22 歳 特定扶養親族 63 万円

23 歳～ 69 歳 一般の扶養親族 38 万円 一般の控除対象扶養親族 38 万円

70 歳～ 老人扶養親族 48 万円 老人扶養親族 48 万円

改
正
前
の
概
要
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子
ど
も
手
当
で
扶
養
控
除
廃
止

平
成
２２
年
４
月
よ
り
子
供
手
当
が

支
給
さ
れ
て
い
ま
す
�
こ
れ
は
�
相

対
的
に
高
所
得
者
に
有
利
な
所
得
控
除

�
注
１
�
か
ら
�
相
対
的
に
支
援
が
必
要

な
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に
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�
控
除
か
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当
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さ
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の
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３８
万
円
�
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
�

�
注
�
�
所
得
控
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高
校
無
償
化
で
控
除
縮
小

高
校
の
授
業
料
無
償
化
に
伴
�
て
�

年
齢
１６
歳
以
上
１９
歳
未
満
の
特
定
扶
養

親
族
に
対
す
る
２５
万
円
の
上
乗
せ
が
な

く
な
り
�
年
齢
１６
歳
以
上
１９
歳
未
満
の

控
除
対
象
扶
養
親
族
に
対
す
る
控
除
額

は
３８
万
と
な
り
ま
し
た
�
よ
�
て
�
扶

養
親
族
の
う
ち
特
定
扶
養
親
族
の
対
象

範
囲
は
年
齢
１９
歳
以
上
２３
歳
未
満
の
者

と
な
り
ま
し
た
�

こ
の
改
正
は
平
成
２３
年
分
以
後
の
所

得
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
�
こ

の
た
め
�
平
成
２３
年
１
月
の
給
与
か
ら

控
除
さ
れ
る
所
得
税
が
増
加
し
�
手
取

り
金
額
が
減
�
て
い
る
人
が
で
て
き

ま
す
�
そ
し
て
住
民
税
に
つ
い
て
は
平

成
２４
年
度
分
以
後
に
適
用
さ
れ
ま
す

�
注
�
控
除
金
額
�
所
得
税
�
�
�
�
控
除

金
額
�
異
�
�
�
�
�
�

ま
た
�
所
得
税
や
住
民
税
以
外
に
も

影
響
が
及
び
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で

す
�
例
え
ば
�
税
額
と
連
動
し
て
い
る

国
民
健
康
保
険
料
が
あ
り
ま
す
�
子
供

手
当
や
高
校
無
償
化
に
よ
�
て
得
ら
れ

る
金
額
と
�
税
金
等
の
負
担
増
加
に
よ

る
金
額
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
家
庭
の
所
得

や
扶
養
親
族
の
状
況
で
変
わ
り
ま
す
�

一
度
ご
自
分
の
試
算
を
さ
れ
る
事
を
お

勧
め
い
た
し
ま
す
�

大平 弘毅（おおひら ひろたか）
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税理士・ＡＦＰ（日本ＦＰ協会認定）
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